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Ⅰ．は じ め に

　本研究では，川端（2023）で検討した 1997

年の SAS第 82号の公表後から，2007年までの
監査人の法的責任の史的展開を検討する。同期
間は，米国の財務諸表監査において監査人の法
的責任の成熟期として位置づけることができ
る。同期間には，監査人の法的責任について 2

つの大きな変化が起きた。
　第 1に同期間には，不正に対する監査人の責
任の監査基準である SAS第 99号が制定された。
現在の米国の監査基準である公開会社会計監督
委員会（Public Company Accounting Oversight 

Board：以下，PCAOB）の AS2401および米国
公認会計士協会（American Institute of Certi-

fied Public Accountants：以下，AICPA）によ
る米国監査基準書（Statements on Auditing 

Standards：以下， SAS）第 122号の基礎となっ
ている重要な基準である。

　第 2に，これまで監査専門職団体である
AICPAが担ってきた SEC登録会社に関する監
査基準の設定権限が PCAOBに移り，検査・懲
罰も PCAOBが行うようになった。このような
監査人の行政上の責任は，米国において民事訴
訟の減少の兆候が見られる中，重要な役割を果
たしている。このように不正に対する責任が成
熟に達し，監査基準の設定，監督，懲罰の権限
が行政機関に移行したことは，重要な転換点と
位置付けることができる。
　そこで本章では，まず SAS第 82号の公表後
の展開として，POB特別報告書および SAS第
99号を検討する（第Ⅱ節）。次に，上場企業会
計改革および投資家保護法（Public Company 

Accounting Reform and Investor Protection Act 

of 2002,以下，SOX法）による制度改革につい
て説明する（第Ⅲ節）。その後，SOX法以後の
職業的専門家としての正当な注意に関する監査
基準の展開を検討する（第Ⅳ節）。最後に，
SOX法制定の背景とその監査基準への影響に
ついて概括する（第Ⅴ節）。

Ⅱ．不正に対する監査人の責任の展開

1．POB特別報告書の公表
⑴　プロジェクトの概要
　1998年，SECの委員長の要請により，公共
監視審査会（Public Oversight Board：以下，
POB）は，8人の委員からなる専門委員会であ
る，O’Malleyパネルと呼ばれる「監査の有効
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性に関する専門委員会（Panel on Audit Effec-

tiveness, 以下 PAE）」を任命した。PAEは，現
在の監査モデルを徹底的に検証することを任務
としていた（PAE 2000, pp. v-vii, 翻訳 p. iv）。
　PAEは，8大監査事務所に対して調査を実施
し，監査実務および監査制度について勧告を
行った。具体的に主要な勧告として表 1のよう
な事項があげられる⑴。
　また，同パネルは勧告により発生するコスト
と便益を分析した。その結果，勧告の実践に
よって監査の有効性を高め，資本コストを低減
することによる（社会と財務報告プロセスの他
の参加者にとっての）便益が，追加的なコスト
を正当化し，長期にわたる便益を生み出すと結
論づけた（PAE 2000, p. 8）。

⑵ 　不正の発見に対する監査人の責任を含ん
だ監査の実施

　第 1に，PAE（2000）は，合理的な保証を得
ることを目的とする監査人の責任は，適切な水
準の責任を設定していると結論付けた。第2に，
中立的な職業的懐疑心の前提は継続されるべき
であるが，監査基準はその概念を実践する方法
についてより適切な指針を提供する必要がある
ことを指摘した。より適切な指針として，PAE

（2000）は ASBに対して，以下のような勧告を
行っている。

　①計画設定と監督
　②不正捜索型実務の局面
　③遡及的監査手続
　④レビューと文書化
　⑤中間期間のための手続の指針

表 1：PAE（2000）の主要な勧告

①不正の発見に対する監査人の責任を含んだ監査の実施（第 2章 -第 3章）
● 監査人は，重要な財務諸表上の不正の発見の見込みを高めるため，すべての監査に「不正捜索型
（forensic-type）」手続を実施すべきである（3.51）。
● ASBは，監査基準並びに品質管理基準をより具体的かつ明確にすべきである（3.48）。

②監査事務所のリーダーシップと実務（第 4章）
● 監査事務所は，最高経営者からの伝達，業績評価，訓練，報酬および昇進の決定において，最高品質
の監査を達成することに重点を置くべきである（4.5,4.21）。

③監査専門職のガバナンス（第 6章）
● POB，AICPA，SECP，SECは，監査基準，監視，懲戒および特別レビューを監督する，強化された
独立の公共監視審査会の下での専門職のための統一されたガバナンスシステムに同意すべきである
（6.23）。
● 独立性基準審査会（ISB）の過半数の委員は，専門職の外部者から構成されるべきであり，SECは，

ISBがその使命を果たすにあたり，奨励し，支援すべきである（6.35）。
● SECPは，最大規模の事務所に毎年のレビューを要求することも含めて，ピア・レビューのプロセス
を強化すべきであり，POBは，それらのレビューに対する監視を増やすべきである（6.40）。
● SECPは，その懲戒プロセスを強化すべきである（6.55,6.56）。

④被監査会社に提供される非監査業務が監査人の独立性に与える影響（第 5章）
● 監査員会は，限度（threshold amount）を超える被監査業務について事前承認をするべきであり，そ
の場合の特定の具体的な諸要因を検討すべきである（5.30）。ISBは，その諸要因を明確すべきであ
る（5.31）。

⑤監査専門職の国際的な強化（第 7章）
● 国際会計士連盟は，国際的な監査専門職の国際的な自主規制システムを確立すべきである（7.46）。

出所：筆者作成
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　上記の指針の中で監査人の注意義務の展開に
とって重要な項目は，②不正捜索型の実務につ
いての勧告であり，PAE（2000）は SAS第 82

号に示された職業的懐疑心と不正捜索型の監査
について以下のように述べている。

　職業的専門家としての正当な注意に関する
一般基準は，疑いを持つ精神と監査証拠の批
判的な評価を含む態度を持つことを意味す
る，職業的専門家としての懐疑心を行使する
ことを監査人に求めている。その基準は，『監
査人は，経営者が不誠実であることも，また
疑う余地のないほど不誠実であるとも想定し
てはならない』と述べている。これは通常，
法律によって権限を与えられた不正捜索を行
う監査人（ forensic auditors）や調査官（ inves-

tigators）によって通常なされる想定とは異
なる。例えば不正捜索を行う監査人は，通常
反証がない限り，不誠実を想定する（3.8）
（POB（1998）, p. 76, 翻訳 p. 113, 強調は筆者）。

つまり，職業的懐疑心の水準として，SAS第
82号においては，経営者が誠実とも不誠実と
も想定としない中立的な姿勢（neutrality 

view）がとられていたのに対して，PAE（2000）
においては，不正捜索を行う監査人の疑ってか
かる姿勢（presumptive doubt view）が示され
ている。このような高い水準の職業的懐疑心が
示された理由としては，経営者は突然に不正な
財務報告を実行することが多く，不正を行うと
きは隠蔽を行っている可能性が高いと PAE

（2000）が結論付けたからである。
　ただし，すべての監査において不正捜索型の
監査が行われることは，便益を超えるコストが
かかることが想定されるため，PAE（2000）は
一部の局面についてのみ不正捜索型の監査を導
入することを勧告している（図 1を参照された
い）。
　不正捜索型の監査の具体的な手続として，
PAE（2000）は経営者による内部統制の無効化
を検出するための手続を含む，不正の兆候
（possibility of fraud）に対応した実証手続を実
施することを勧告している。特に，下記のリス
ク対応手続の種類，時期，および範囲を規定し
ている（p. 88-91）。
　● リスク対応手続は，詳細手続か，精緻な実
証的分析手続のどちらかであるべきで，運
用評価手続（のみ）であってはならない。

図 1：PAE（2000）が示す職業的懐疑心の水準

筆者作成

経営者の誠実性を前提
→SAS第 16号

疑ってかかる姿勢
（presumptive doubt view）

中立的な姿勢
（neutrality view）
→CAR（1978）

SAS第 53号，第 82号

一部に不正捜索型の監査の局面を導入
→PAE（2000）
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（運用評価手続は，経営者が統制を無効化
する可能性があるため，不正を発見する上
で有効ではない可能性があるので）。

　● 不正を犯す機会が通常よりも大きいと判断
された領域等について貸借対照表勘定につ
いては貸借対照表日の前後に，損益計算書
勘定については 1年を通して，仕訳テスト
を含めた監査手続を実施すること

　● 監査人は，不意打ち（surprise）や容易に
予測できない（unpredictability）要素を監
査手続に組み込むことを検討すべきである。

　このように PAE（2000）は，不正捜索型の
監査を要求し，監査基準は監査人の責任を拡張
している。ただし，以下のように拡張された監
査の目的を再確認している。

「不正捜索型の実務の局面は，GAAS監査を
「不正監査」に変えることを意味しているの
ではない。むしろ，不正捜索型の局面として
の GAAS監査の特徴は，監査人の懐疑心の
程度における態度の変化を伝えようとするも
のである」（PAE 1998,翻訳 p. 133）。

つまり，このような勧告は，不正捜索型への全
面的な切り替えを求めるのではなく，特定局面
にのみ適用を求めている。しかしながらそれで
も PAE（2000）は，SAS 第 53 号や SAS 第 82

号で示された監査人の不正に対する責任を大き
く拡張することを勧告するものであった。

2．SAS第 99号の公表
⑴ 　AU230職業的専門家としての正当な注
意の改訂

　SAS第 99号は，SAS第 1号の AU230「監査
実施上の職業的専門家としての正当な注意」の
改訂を行った。特に，SAS第 82号で追加され
た職業的懐疑心を説明した 12項について，次
のように改訂している。

12．「不正，特に隠蔽や偽造された文書に係る
不正の性格によって，適切に計画され実施さ
れた監査が重要な虚偽記載を摘発しないかも
しれない。不正の性格は，（a）経営者・従業
員・第三者との間の共謀を通じた隠蔽，（b）
文書の不公表・誤導・偽造，（c）経営者が他
の者には有効な内部統制を無視および無視で
きるように構築すること，を含んでいる。 例
えば，一般に認められた監査基準に準拠して
実施された監査において，まれに，当該証拠
となる文書の確証付けに専門家として訓練さ
れていない，あるいは，期待されていない監
査人によって，そのように文書の確証付けに
係ることがある。 また，監査手続が，依頼人
の職員と第三者との間または依頼人の経営者
と従業員との間の共謀を通じての隠蔽された
意図的な虚偽記載を摘発するには有効ではな
いかもしれない。共謀は，実際には虚偽でも，
説得的な証拠を入手する監査を適切に実施し
たと思わせて，監査人を失敗させる原因とな
るだろう。さらに，一般に認められた監査基
準に準拠して実施された監査は，文書の証明
をほとんど含んでおらず，監査人もそのよう
な立証ができるような専門的な教育を受けて
いない。したがって監査人は，経営者または
第三者が公開していない付帯決議（side 

agreement）を通じた，文書の修正の存在に
気が付くことはできないだろう。最後に，経
営者は直接または間接的に会計記録を操作
し，予期せぬ方法によって，内部統制を無視
することによって不正な財務情報を開示する
権限を持っている。」（枠囲みの中の見え消し
の部分が改訂により削除された記載であり，
下線部が改訂により追加された記載）

これらの規定により SAS第 99号は，これまで
不正の性格について隠蔽や偽造文書による限界
を示していただけであったが，これに不正の特
徴を詳細に記述し，共謀について説明を含むこ
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とによって監査人の責任を規定した。このよう
な不正に対する責任への詳細な記述は，以下で
説明する不正捜索型の監査の一部導入によって
監査人の責任が加重とならないために配慮して
いる　。

⑵ 　SAS第 99号による不正リスクへの評
価・対応プロセス

　上記の改訂から，SAS第 99号は，不正の特
徴とその対応を明確に記述するとともに，
AU230において，監査人が十分かつ適切な証
拠を入手する手続を行ったとしても，不正に
よってコントラーローシップの失敗が起こりう
ることを示した。
　また，SAS第 99号は PAE（2000）の勧告を
一部取り入れて，一部の不正捜索型の監査手続
をガイドラインの形で導入した。SAS第 99号
の不正リスクへの評価・対応プロセスは，（1）
不正による重要な虚偽表示リスクの議論と情報
の収集，（2）不正による重要な虚偽表示リスク
の識別と評価，および（3）不正による重要な
虚偽表示リスクへの対応から構成されている
（図 2を参照されたい）。
　まず，SAS第 99号では監査チームにおいて
意見交換およびブレインストーミングを行うこ
とが要求されている（14-18項）。さらに，様々
な方法で不正による重要な虚偽表示リスクにつ
いての情報を入手することを要求している
（19-34項）。このような手続には，監査計画時

の分析的手続の結果を検討することや不正リス
ク要因を検討することが含まれる。
　つぎに，不正による重要な虚偽表示リスクを
識別し（35-42項），内部統制の評価を考慮した
上で，識別した不正による重要な虚偽表示リス
クを評価する（43-45項）。特に，SAS第 99号
では不正による重要な虚偽表示リスクを識別す
る際には，収益認識については不正による重要
な虚偽表示リスクがあると推定して監査を行う
ことを規定している。これは，不正な財務報告
による重要な虚偽表示は，多くの場合，収益の
過大計上または収益の過小計上から生じるから
である（41項）。
　最後に，識別・評価された不正による重要な
虚偽表示リスクに対する対応を行う。この対応
として SAS第 99号は，①（運用評価手続のみ
ではなく）実証手続の実施（para.51）⑵，②（実
施する監査手続に容易に予測できない要素を取
り入れることを含む）全般的な対応（para.53），
③（実証手続を報告期間の末日または末日近く
に実施することを含む）種類，時期，および範
囲の厳格化があげている（para.52）。これらは
いずれも PAE（2000）で示された不正による
重要な虚偽表示リスクに対する不正捜索型の監
査が一部取り入れられている。
　以上のような SAS第 99号のフレームワーク
は，ISA240の基礎となるとともに（千代田
2014, p. 39），PCAOB監査基準にも取り入れる
ため，現代の不正に対する監査のフレームワー

図 2：SAS第 99号による不正リスクへの評価・対応プロセス

筆者作成

監査人 /監査チーム

不正リスク要因
の議論，識別，検討

（SAS第 99号 19-42項）

不正リスク評価
（SAS第 99号 43-45項）

不正リスク対応
（SAS第 99号 46-67項）
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クの基礎となっている。したがって，SAS第
99号は，ガイドラインの形で監査手続を列挙
することによって，PAE（2000）で勧告された
不正捜索型の監査を不正に対する監査リスク・
アプローチとして監査手続の一部に採用し，監
査人の不正に対する責任を拡張しているといえ
る。

Ⅲ．SOX法の制定と監査人の注意義務

1．SOX法の概要と現行の監査人の注意義務
⑴　SOX法の概要
　2000年代初頭，エンロンやワールドコムな
どの巨大企業の破綻と粉飾決算，それらに監査
証明を与えたアーサー・アンダーセンの崩壊，
大企業や著名企業の不正疑惑等によりアメリカ
の資本市場の信用は失墜した（千代田 2014, 

p. 275）。このような背景の下で，2002年に
SOX法は制定された。
　SOX法で規定された主な内容は以下である。

①公開会社会計監督委員会（PCAOB）の設
置
②公開会社を監査する会計事務所が同一の被
監査会社に対して非監査業務を実施するこ
との禁止
③経営者の内部統制報告書に対する外部監査
④監査人のローテーション
⑤監査委員会の役割の強化
⑥罰則の強化

このうち，財務諸表監査における監査人の注意
義務に主に関連しているのは，① PCAOBの設
置および⑥罰則の強化である。本研究は財務諸
表監査における監査人の法的責任を検討してい
るため，以下ではまず SOX法による⑥罰則の
強化を含めた現行の監査人の注意義務について
検討する。

⑵　証券諸法上の監査人の注意義務
　本項では，米国において SOX法以後に採用
されている証券諸法上の監査人の注意義務につ
いて説明する。裁判所が規定した判例法に加え
て，議会は監査人の責任を制定法（statutory 

law）によって規定している⑶。具体的には，
1933年証券法，1934年証券取引所法，および
SOX法が制定法として監査人の責任を規定す
る⑷。

発行市場における監査人の責任
　1933年証券法 11条「虚偽の登録届出書によ
る民事責任（Civil Liabilities on Account of False 

Registration Statement）」では，発行市場にお
ける監査人の責任を定めている（図 3を参照さ
れたい）。登録届出書に記載されている財務諸
表の重要な虚偽の表示によって損害を受けた有
価証券の取得者は，当該財務諸表の監査報告を
行なった監査人に対して訴訟を提起することが
できる（同条（a））。
　ただし，監査人の民事責任については注意義
務（due diligence）の抗弁が制度化されており，
監査人が合理的な調査（reasonable investiga-

tion）を行い，かつ財務諸表に重要な虚偽の表
示がないことについて合理的な根拠（reason-

able ground）を持ち信じていたことについて
の立証責任（the burden of proof）を果たした
場合には，監査人は免責される（同条（b）-（3））。
したがって，通常の裁判では監査人の注意義務
について原告が立証しなければならないのに対
して，同条では立証責任の転換が図られている
といえる。
　ここで，合理的な根拠を有するか否かには，
合理性の基準（the standard of reasonable-

ness）が適用され，これは慎重な人間（prudent 

man）が自己の財産を管理する際に要求される
程度のものをいう（同条（c））。この慎重な人間
の基準とは，第 1章第 2節第 2項（1）で説明し
た合理的な人間の基準と同様の概念であり，慎
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重な人間であれば当該状況においていかに行動
したかを想定し，当該被告がそれに足らないよ
うな行為をしていた場合に不注意すなわち過失
ありと考える（樋口 2014, p. 71）。

流通市場における監査人の責任
　1934年証券取引所法 18条「誤解を生じさせ
る表示の責任（liability for misleading state-

ments）」では，流通市場における監査人の民
事責任について定めている（図 3）。ただし，
同法 18条（a）においても 1933年証券法 11条
（b）-（3）と同様に，監査人による誠実性（good 

faith）の抗弁が制度化されており，監査人が誠
実に行動したことを証明した場合には監査人は
免責される（1934年証券取引法 18条（a））。し
たがって，1933年証券法 11条（b）-（3）と同様に，
1934年証券取引法 18条では監査人の責任に関
する立証責任の転換が図られているといえる。
　しかしながら，SOX法以前は 1934年証券取
引法 18条（a）は利便性が悪く⑸，ほとんど利用
されてこなかった。したがって，流通市場で財
務諸表の重要な虚偽の表示について監査人に訴
訟を起こす裁判の多くで 1934年証券取引法 10

条-2（b）「（position limits and position account-

ability for security-based swaps and large trader 

reporting）」および SEC実務規則 10（b）-5「従
業員による相場操縦的または詐欺的技巧の利用
（Employment of manipulative and deceptive 

devices）」が利用されてきた（図 3）。ただし，
Honigsberg et al.（2020）は，SEC実務規則 10

（b）-5を利用した訴訟を行う傾向は近年減少し
てきていると指摘している。
　以上で説明した制定法における判例では，監
査人は監査基準に準拠していることを示すこと
で，多くの場合において立証責任を果たすこと
ができると考えられている。SOX法では，
PCAOBがこの監査基準に準拠することを規定
するようになった。次項では PCAOBについて
の概要を述べた後，AICPAから PCAOBへと
監査基準の設定権限の移行を含めた PCAOBの
権限について説明する。

2．SOX法の下での PCAOBの権限
⑴　PCAOBの概要
　SOX法の改正により，規制対象の範囲が拡
大されるとともに米国における財務諸表監査の

図 3：現行の監査人の法的注意義務に関する規定

出所：筆者作成

被監査会社 監査人

発行市場で
有価証券を
取得したもの

流通市場で
有価証券を
取得したもの

監査契約

・虚偽の登録届出書
　による民事責任
　（1933, sec11（a））
・注意義務の抗弁
　→立証責任は監査人

・誤解を生じさせる表示の責任
　（1934, sec18（a））
・誠実性の抗弁
　→立証責任は監査人

・詐欺防止の包括規定
　（1934, sec10-2（b）, SEC実務規則 10-（b）5）

現行の監査人の法的注意義務
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規制を担う PCAOBが設立された。その結果，
監査基準等の設定，品質管理・定期的検査，調
査・懲戒，SECの監督の項目において大幅な
変更があった。PCAOBとその前身の POBと
の比較を表 2に示す。
　PCAOBの設置により，前身の POBから権
限の大幅な拡張がみられる。次項以降では，
SOX法の制定とそれに伴う PCAOBの設置に
よって規定される監査人の注意義務（本項（2））
とその違反に関する制度（本項（3））について
検討する。

⑵　監査基準の設定
　SOX 法 お よ び SEC 規 則 は，PCAOB が
PCAOB規則に基づき監査基準，品質管理基準，
および倫理基準について設定しかつ修正を加え
る権限を定めた（SOX法 103条（a）-（1）, SEC 

Release No. 34-48730）。さらに，PCAOB規則は，
登録会計事務所に対して監査基準および専門家
基準に準拠することを要求した（3100）。これ
により，最初の監査基準の制定以来 AICPAが
保有していた SEC登録会社の監査に適用され
る監査基準の設定権限が PCAOBに移行した。
　Treadway委員会報告書以降の監査基準の設
定においては監査専門職が自ら監査基準を設定
することを前提としていたが，SOX法以後は

行政組織である SECが主導して監査基準設定
主体の改革が検討されるようになった。SEC

は，連邦準備制度理事会議長と財務長官との協
議の後に PCAOBの委員を任命することによっ
て監査基準の設定に影響力を持つ。ただし，5

名の審議会委員のうち，2名は公認会計士が務
めることを規定している。さらに，常設顧問団
（Standing Advisory Group, 以下 SAG）を任命
し，審議会が監査基準の開発について助言をう
けることで，監査専門職に対して監査基準の設
定権限に対する介入の機会を与えている（図 4

を参照されたい）。
　さらに，予算も増額され，2019年現在，41

名のシニア・スタッフを含む 838名のスタッフ
を雇用している。これらは，ASB体制の規模
を大きく超えるものである。

⑶ 　監査人の注意義務違反の検査・調査と制
裁

　SOX法後の米国の監査行政においては，
SEC⑹，PCAOB⑺，および州政府会計委員会
（State Board of Accountancy）が監査人および
監査事務所に対する規制を担うこととなった
（図 5および図 6を参照されたい）。したがって，
上記で述べた監査基準設定権限の移行に加え
て，注意義務違反の検出およびその結果に基づ

表 2：POBと PCAOBの比較

POB PCAOB

機関設定の根拠 AICPAの決議
（POBは，AICPAの SECPSの一部） SOX法

規制対象の範囲 SECPSに参加した公認会計士事務所 強制登録された公認会計士事務所

監査基準等の設定 権限なし（AICPAにある） 監査基準，品質管理基準，その他の専門
職の職業基準の設定

品質管理・定期的検査 SECPSの品質管理プログラムの下での
3年毎のレビュー

登録監査事務所に対する毎年または 3年
毎のレビュー

調査・懲戒 品質管理調査会（QCIC）による特定調
査とそれに基づく懲戒措置

PCAOB基準を含めた基準準拠の確保の
ための調査とそれに基づく懲戒措置

SECによる監督 SECの POBに対する公式な権限はない SOX法に基づく SECの監督・監視

出所：岡嶋（2018）p. 362を修正
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く制裁の役割も AICPAから PCAOBに移った
ことになる。
　SECは，監査人による注意義務違反を含む
証券諸法違反を抑止するために，違反の事実に
ついて調査するとともに，裁判所に対する差止
命令または民事制裁金を含む準司法的な行政手
続を執行することができる（1933年証券法 20

条，1934年証券取引所法 21条）。また，SECは，
監査人が注意義務違反を含む不適切な行為を行
なった場合は，当該監査人に対して懲戒処分を
含む制裁を実施することができる（SEC実務
規則 102（e））。以上のような SECの活動は，
PCAOB によって支えられており，SEC は
PCAOBが後述するような注意義務違反を含む
認定事実に関する書面報告を受け取る（SOX

法 104条（g））。
　PCAOBは，各登録会計事務所および事務所
関係者に対して，SOX法，PCAOB規則，SEC

規則または職業行為基準の遵守状況を評価する
ための継続的な検査プログラム（a continuing 

program of inspections）を実施しなければなら
ない（SOX法第 104条）。このように PCAOB

が直接検査を行う方法は，日本の間接方式に対
して「直接方式」と呼ばれる。さらに，
PCAOBは，各登録公認会計事務所および事務
所関係者に対して検査を行う。その結果，各登
録公認会計事務所および事務所関係者が重大な
過失および故意，または反復する過失の結果，
関連する制定法，規制，および職業専門家基準
に違反を検出した場合には制裁を加えることと
なる（SOX法第 105条）。PCAOBが認定した
事実に関する書面報告は，SECおよび州政府
会計委員会に報告される（SOX法第 104条
（g））。州政府会計委員会は，州ごとに異なる
規則により監査人を規制しており，注意義務違
反があった場合に調査・処分を行うことができ
る。以上のような PCAOBの活動は，SECによ
る監督および法執行によって支えられている
（SOX法 107条）。
　2002年の SOX法により PCAOBが設置され
るまで，1978年に AICPAの内部に組織された
監査基準審議会（Auditing Standards Board, 以
下，ASB）が監査基準の設定権限を担っていた。
この ASBの仕組みは，初期の CAPの仕組みか

図 4：SOX法以後における PCAOB体制と ASBの比較

出所：筆者作成

PCAOB
〈審議会〉
・5名のうち 2名は州法に基づく公認会計士
・全員，常勤（兼任禁止）
・5名（SOX法で規定）
・任期5年（通常，3年在任することが望ましく6年まで）
・報酬の支払いは申し出によって行われ，その額は非公開

〈スタッフ〉
・毎年，約 2億ドルの人件費
・838名のスタッフ（2019）
・41名のシニア・スタッフ

SEC

連邦準備制度理事会議長と
財務長官との協議の後，

SECが任命

AICPA

ASB
〈委員〉
・偶数の委員会（半数は実務に従事する CPA，半数は実務
　に従事していないが監査に深い知識を有するもの）
・委員長と副委員長は，常勤
・大幅に縮小
・任期 3年
・すべての委員に十分な報酬

〈スタッフ〉
・有能なスタッフの増員
・有能な人材を AICPAから派遣
・特別研究員プログラム（パートナー，シニアスタッフクラス）

理事会

トレッドウェイ委員会報告書以降のASBの体制

理事会の承認
理事長の任命

SOX法以降の PCAOB体制
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図 5：SOX法による改正までの監査人への検査・調査と制裁の仕組み

出所：筆者作成

SEC
(the Securities and Exchange Commission)

AICPA
(the American Accounting Association)

ASB
(Auditing Standards Board)

POB
(the Public Oversight Board)

SECPS
(the Public Oversight Board)

公認会計士

監査事務所

州政府会計委員会
(State Board of Accountancy)

調査及び制裁
（1933年証券取引法第 20条
1934年証券取引所法第 21条）

情報の提供

ピア・レビュー

監視

調査及び処分
（各州法）

監査事務所内の
品質管理

差止命令及び制裁
（SEC実務規則 102（e））

図 6：SOX法の下での監査人への検査・調査と制裁の仕組み

出所：筆者作成

SEC
(the Securities and Exchange Commission)

PCAOB
(the Public Company Accounting Oversight Board)

AICPA
(the American Accounting Association)

公認会計士

監査事務所内の
品質管理

監査事務所
州政府会計委員会

(State Board of Accountancy)

AICPA
による自主規制

（2） 調査及び懲戒処分
（SOX法第 105条）

（1） 検査
（SOX法第 104条）

検査結果の報告
（SOX法第 104条（g））

検査結果の報告
（SOX法第 104条（g））

調査及び処分
（各州法）

SECによる PCAOBの監督
（SOX法第 107条）

調査及び制裁
（1933年証券取引法第 20条
1934年証券取引所法第 21条）

差止命令及び制裁
（SEC実務規則 102（e））
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ら改善を重ねてきたものであった。上場会社を
監査する監査人に適用される監査基準に関する
基準の設定権限が，AICPAから PCAOBに移
行したことにより，二つの基準が存在すること
となった⑻。このような監査基準の展開につい
ては，次節で説明する。

Ⅳ．SOX法後の監査基準の展開

1 ．PCAOB基準における職業的専門家とし
ての正当な注意概念の展開

　2004年に PCAOB監査基準第 2号「財務諸
表監査に関連して実施される財務報告に係る内
部統制の監査」によって，AU230の 6項およ
び 13項が改訂された。13項は，職業的懐疑心
の内容である。また，PCAOB監査基準第 5号
「財務諸表監査と統合された財務報告に係る内
部統制監査，並びに関連する独立性規則および
本基準に一致させるための改訂」によって，
AU230の第 10項，第 11項，および第 12項が
改訂された⑼ , ⑽。
　大きな変更は，10項と 13項の記述である。
SOX法が導入されたことにより，内部統制監
査においても，合理的保証および職業的懐疑心
を払うことを示した。これは，以下の記述から
理解できる。

10．「職業的専門家としての正当な注意の実施
は，監査人に，財務諸表に誤謬または不正の
いずれかの原因による重要な虚偽記載および
財務報告に係る内部統制の重要な脆弱性が存
在しないという合理的な保証を得ることを認
める。絶対的な保証は，監査証拠の性質およ
び不正の性格の故に獲得することができな
い。それ故に，一般に認められた監査基準に
PCAOB基準準拠に準拠して実施された監査
は重要な虚偽記載を摘発しないかもしれな
い。」

13．「財務諸表に関する監査人の意見および財
務報告に係る内部統制は，合理的な保証を獲

得する概念に基づいているからには，監査人
は保険業者（ insurer）ではないし，監査人の
報告書は保証（guarantee）を構成しない。
それ故に，財務諸表における誤謬ないし，不
正による虚偽記載および財務報告に係る内部
統制の重要な脆弱性が存在していることの事
後の発見は，それ自体および一人でには，（a）
合理的保証を獲得することの失敗，（b）不
適切な計画，実施，あるいは判断，（c）職業
的専門家としての正当な注意の欠如，ない
し，（d）一般に認められた監査基準に
PCAOB監査基準に準拠にすることの失敗を
立証しない。（枠囲みの中の取り消し線の部
分が改訂により削除された記載であり，強調
の部分が改訂により追加された記載）」

　上記の規定のように，PCAOB監査基準第 2

号と PCAOB監査基準第 5号は，AU230に内部
統制に関する監査人の責任を追加している。こ
れは，SOX法を反映したものである

2 ．AICPA基準における職業的専門家として
の正当な注意概念の展開

　2006年に AICPAは，SAS第 104号「監査基
準および監査手続総覧」を発行した。これは，
国際会計基準と監査基準を整合的にするための
国際的な共同プロジェクトの一環として公表さ
れた。SAS第 104号により，AU230の「合理
的保証」の項目の内容が，以下のように一部改
訂された。これは，合理的保証と監査リスクの
間の関係について述べている項である⑾。

10．「職業的専門家としての正当な注意の実施
は，監査人に，財務諸表に誤謬または不正の
いずれかの原因による重要な虚偽記載が存在
しないという合理的な保証を得ることを認め
る。 職業的専門家としての正当な注意を払う
とき，監査人は，専門的な判断として，財務
諸表に対する意見の伝達にふさわしいよう
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な，低いレベルの監査リスクに制限できるよ
うに，監査人は十分かつ適切な監査証拠を入
手するための監査を計画し，実施しなければ
ならない。絶対的でないが，監査人によって
得られることを目的とする高いレベルの保証
は，財務諸表に重要な虚偽の表示がないかに
ついての合理的な保証を得たという監査報告
書を伝達する。 絶対的な保証は，監査証拠の
性質および不正の性格の故に獲得することが
できない。それ故に，一般に認められた監査
基準に準拠して実施された監査は重要な虚偽
記載を摘発しないかもしれない。（枠囲みの
中の取り消し線の部分が改訂により削除され
た記載であり，強調の部分が改訂により追加
された記載である。）」

　以上の変更は，国際監査基準との共同プロ
ジェクトにおいて改訂されており，その実質に
は第 2節 2項で説明した SAS第 99号と比較し
て変化がない。

Ⅴ．結論

　本研究では，1997年の SAS第 82号の公表後
から，現在までの監査人の法的責任の史的展開
を検討した。本期間において，PAE（2000）が
公表された。同報告書では，再び不正に対する
監査人の責任が問題とされ，懐疑心をより強化
し，監査手続には一部不正探索型の監査を導入
することが勧告された。この提案は，SAS第
99号に反映され，現在の不正に対する監査人
の責任のフレームワークが完成した。
　これまで監査専門職団体である AICPAが
担ってきた SEC登録会社に関する監査基準の
設定，監督，懲罰を行う権限が PCAOBに移っ
た。このような変化は，自らの責任を自らで決
定するとして監査基準を設定した Broadの立
場（川端 2018），監査基準を設定することは職
業専門職の自律から導き出される要件であると
考えてきた CAR（1978）の立場（川端 2020），

およびこれを追認した Treadway委員会の立場
から，大きく転換するものだった。
　このような変革が行われた背景には，監査基
準の欠陥が発生していた場合に AIPCAによる
監査基準設定では大きな方向転換ができないと
いう問題意識があったと考えられる。さらに，
監査基準の設定だけでなく，注意義務違反を含
む監査人の不法行為に対する検査を行う機関，
およびこれに基づく制裁を行う機関を PCAOB

に集約したことに大きな意義があるように思わ
れる。さらに，PCAOBは監査人および監査事
務所への検査および事実に基づく懲罰の権限も
有しており，SEC登録会社の監査における注
意義務の設定，違反に関する検査および懲罰に
ついて集中的な権限を有している。
　つまり，同期間は，監査人の不正に対する責
任のフレームワークが完成し，注意義務違反を
めぐる制度も民間から公の SECが大きな影響
力を持つ機関である PCAOBに移り，監査人の
注意義務が成熟していった期間といえる。

注⑴ 　O’Malley委員長が列挙したパネルの 9つの主
要な勧告を，概要で示された 5つの項目により
分類している。

　⑵ 　経営者は，有効な統制を無効化する能力を有
しているので，運用評価手続のみを実施するこ
とによって，監査リスクを適切なレベルまで低
減できる可能性は低いからである（SAS第 99号
para.51）。

　⑶ 　米国では連邦制が採用されているため制定法
の立法権は州議会が有しているが，連邦議会は
合衆国憲法第 1編第 8項により州際通商及び国
際通商に関する事項について立法権を移譲され
ており，連邦議会が定める制定法が監査人の責
任を主として規定している。

　⑷ 　ただし，制定法と判例法の区別は厳密ではな
く，判例法が法典化又は変化し制定法が規定さ
れることもあれば，裁判所における制定法の解
釈が判例法の先例となる場合もある。つまり，
裁判所は制定法と判例法の相互作用によって監
査人の役割と義務を絶えず規定しているといえ
る。

　⑸ 　18条（a）を利用するためには，原告となるも
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のは以下の条件が必要であり，原告にとって不
便な規定であった。（1）不実表示を現実に信頼
したこと，（2）不実表示が証券の価格に影響を
与えたことと解されており，さらに（3）裁判所
の裁量により訴訟費用の担保提供を求められる
こと，（4）提訴期限が重要な虚偽の表示の発見
から 1年，重要な虚偽の表示から 3年と短い（黒
沼 2009, p. 114）。

　⑹ 　SECの目的は，投資家を保護し，公正で秩序
ある効率的な市場を維持し，資本形成を促進す
ることである。

　⑺ 　PCAOBは，SOX法によって設立された機関
であり，証券諸法に服する公開会社の監査及び
関連事項を監視する。PCAOBの目的は，一般投
資家に売買される証券を発行する会社のために，
有益，正確，かつ中立的な監査報告書を作成す
ることによって，投資家の利益を保護し，公益
を増大させることである。

　⑻ 　SOX法制定以後の監査基準は，AICPAが設定
した監査基準を AICPA 監査基準書とし，
PCAOBが設定した監査基準を PCAOB監査基準
と呼ぶ。

　⑼ 　6項では，「契約に対する最終責任をもつ監査
人」が，「監査契約を行うパートナー」という用
語に置き換わった。これは，マイナーな変更で
ある。

　⑽ 　11項では，ACIPA監査基準第 105号による改
訂と同様に，「十分かつ適格な（competent）監
査証拠の入手」を「十分かつ適切な（appropri-
ate）監査証拠の入手」に変更している。また，
12項では，参照が新たに追加された。

　⑾ 　11項では，AICPA監査基準書第 105号による
改訂により，「十分かつ的確な（competent）監
査証拠の入手」を「十分かつ適切な（appropri-
ate）監査証拠の入手」に変更している。これは，
マイナーな変更である。
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